
平成 30年 3 月 15 日 

 

広島労働局、広島県およびひろぎん経済研究所との 

「働き方改革に係る連携に関する協定」締結について 
 

株式会社広島銀行（頭取 池田 晃治）では、広島県内における働き方改革を推進するため、広島   

労働局（局長 川口 達三）、広島県（知事 湯﨑 英彦）、一般財団法人ひろぎん経済研究所（理事長    

角倉 博志）と「働き方改革に係る連携に関する協定」を締結することとしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

記 

『働き方改革に係る連携に関する協定』 締結の概要 

１． 目的 

広島労働局、広島県、ひろぎん経済研究所および当行が相互に密接に連携・協力して、広島県内の

働き方改革を推進する。 

２．連携事項 

(1) 働き方改革の推進に関すること 

    (2) 労働生産性の向上に関すること 

    (3) 若年者の県内就職促進に関すること 

  (4) 女性、若者、高齢者、障害者など多様な人材の活躍推進に関すること 

  (5) 人材育成に関すること 

  (6) 広島労働局、広島県の施策の周知・啓発に関すること 

３．協定締結日 

平成 30 年 3 月 20 日（火） 

４．協定締結式 

日 時 平成 30 年 3 月 20 日（火） 16：15 

場 所  広島合同庁舎 3号館１階共用 15号会議室  

出 席 者 

（敬称略） 

広島労働局     局長  川口 達三 

広島県       知事  湯﨑 英彦  

ひろぎん経済研究所 理事長 角倉 博志 

広島銀行      頭取  池田 晃治 

以  上 

 

 

 本件に関するお問い合わせ先 

株式会社 広島銀行 法人企画部 

℡（082）247－5151（代表） 


